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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後方向と、
　前記前後方向に直交する幅方向と、
　前胴周り域と、
　後胴周り域と、
　前記前胴周り域と前記後胴周り域との間の股下域と、
　少なくとも前記股下域及び前記後胴周り域に設けられた吸収体と、
　前記後胴周り域の前記幅方向の両外側部に設けられたファスニングテープと、
　少なくとも前記股下域で前記前後方向に延び、肌面側に設けられたギャザーと、を有し
、
　前記ギャザーは、前記幅方向の外側部が起立可能に構成されたギャザーシートと、前記
ギャザーシートに設けられ、前記前後方向に沿って延びる複数の弾性部材と、を有し、
　前記複数の弾性部材のうちの少なくとも１つの第１弾性部材、又は前記第１弾性部材を
前記前後方向に延長した仮想線は、前記後胴周り域において前記吸収体と重複しており、
　前記第１弾性部材は、前記ギャザーシートとともに前記前後方向に収縮する収縮部を有
し、
　前記収縮部の後側の縁は、吸収性物品の前記前後方向における中心よりも後側で、前記
ファスニングテープの前側の縁どうしを結ぶ線より前方に位置し、
　前記複数の弾性部材のうち前記ギャザーシートの前記幅方向の最も外側に位置する第２
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弾性部材は、前記収縮部の後側の縁よりも後側へ延びている、吸収性物品。
【請求項２】
　前記後胴周り域は、前記吸収体の肌面側に設けられた肌面シートと前記吸収体の非肌面
側に設けられた非肌面シートと、前記肌面シート及び前記非肌面シートよりも前記幅方向
の外側に延び、前記ファスニングテープを備えたフラップシートと、を有し、
　前記収縮部の後側の縁は、前記フラップシートの前側の縁どうしを結ぶ線より前方に位
置する、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記ギャザーシートは、前記収縮部の後側の縁よりも後側で前記ギャザーシートよりも
非肌面側のシートに固定された固定部を有する、請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記固定部は、前記ファスニングテープの前側の縁どうしを結ぶ線を跨って前記前後方
向に延びている、請求項３に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記吸収体は、周囲の吸収材料の目付よりも低い目付の吸収材料、又は吸収材料が存在
しない領域からなる複数の低目付領域を有し、
　前記複数の低目付領域は、前記前後方向に沿って延びており、前記幅方向に互いに間隔
をあけて並んでおり、
　前記低目付領域の前記前後方向における端部は、前記吸収性物品の前記前後方向におけ
る中心よりも後側、かつ前記ファスニングテープの前側の縁どうしを結ぶ線より前方に位
置する、請求項１から４のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記第１弾性部材は、前記収縮部の後側で前記収縮部に隣接して設けられ、前記収縮部
よりも前記幅方向に広がった自然状態の端部を有する、請求項１から５のいずれか１項に
記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記自然状態の端部は、前記ファスニングテープの前側の縁どうしを結ぶ線より前方に
位置する、請求項６に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記前後方向に沿って延びる折り線を有し、
　前記折り線は、前記複数の弾性部材が設けられた領域とは異なる領域に形成されている
、請求項１から７のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記後胴周り域に、前記幅方向に沿った後胴周り弾性部材が設けられており、
　前記第１弾性部材は、前記幅方向において前記後胴周り弾性部材よりも外側に位置する
、請求項１から８のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項１０】
　前記幅方向における最大の幅を有する最大幅部と、前記最大幅部から前記幅方向に括れ
た括れ部と、を有する吸着パッドが配置されており、
　前記最大幅部と前記括れ部との境界は、使用時に、前記吸収性物品の前記前後方向にお
ける中心よりも後側で、前記ファスニングテープの前側の縁どうしを結ぶ線より前方に位
置する、請求項１から９のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、肌面側に設けられたギャザーを備えた吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、防漏ギャザー又は立体ギャザーを備えた使い捨て紙おむつのような吸収性物品が
知られている（特許文献１及び特許文献２）。特許文献１に記載された吸収性物品は、使
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用状態において使用面側に自由起立する脚周り用バリヤーカフスを有する。バリヤーカフ
スは、バリヤーカフスの起立遠位縁近傍に接触用弾性伸縮部材を有し、バリヤーカフスの
起立領域内の起立近位縁近傍に起立用弾性伸縮部材を有する。
【０００３】
　特許文献２に記載の吸収性物品は、着用者の肌側に配される肌対向シート、肌側とは反
対側に配される裏面シート、これらの間に配された吸収体４と、を備える。吸収性物品は
、縦長の吸収性本体を具備する。吸収性本体は、腹側部から背側部に亘って、吸収体の両
側縁から幅方向の外側に延出する一対のサイドフラップ部を有している。サイドフラップ
部の股下部においては裏面シートに着色図形が印刷されている。着色図形は、吸収性物品
を適切な位置で着用するための目印として用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２９３０３１号
【特許文献２】特開２０１４－１４４０５０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１及び特許文献２に記載された吸収性物品では、立体ギャザーの幅方向におけ
る内側が肌側へ隆起可能に構成されている。具体的には、立体ギャザーの幅方向における
内側の先端が、立体ギャザーの幅方向の外側を支点に立ち上がるため（特許文献１の図２
及び特許文献２の図２参照）、着用時の立体ギャザーの傾斜は着用者の肌の傾斜とは反対
方向に向く。したがって、立体ギャザーの幅方向における内側の先端のみが、着用者の肌
に当たることになり、体液の漏れに対する不安が生じる。
【０００６】
　特許文献２に記載の吸収性物品では、着色図形が、吸収性物品の前後方向の中心付近に
設けられている。しかしながら、着用者に吸収性物品を着用させる者、例えば介護者のよ
うな装着補助者は、着用者に体形等によっては、着色図形を着用者の身体のどの位置に合
わせればよいかわかりにくい。
【０００７】
　また、着色図形は、レッグギャザー形成用の弾性部材と重なる位置に設けられている。
そのため、着色図形が設けられた領域は前後方向に収縮しており、着用図形が視認し難い
状況になってしまう。この場合、装着補助者は、着色図形の位置が安定せず着色図形を位
置合わせ用の目印として利用し難い。
【０００８】
　したがって、体液の漏れに対する安心感を改善でき、装着補助者が、よりわかり易く、
着用者に対して位置決めし易い目印を有する吸収性物品が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　一態様に係る吸収性物品は、前後方向と、前記前後方向に直交する幅方向と、前胴周り
域と、後胴周り域と、前記前胴周り領域と前記後胴周り域との間の股下域と、少なくとも
前記股下域及び前記後胴周り域に設けられた吸収体と、前記後胴周り域の前記幅方向の両
外側部に設けられたファスニングテープと、少なくとも前記股下域で前記前後方向に延び
、肌面側に設けられたギャザーと、を有する。前記ギャザーは、前記幅方向の外側部が起
立可能に構成されたギャザーシートと、前記ギャザーシートに設けられ、前記前後方向に
沿って延びる複数の弾性部材と、を有する。前記複数の弾性部材のうちの少なくとも１つ
の第１弾性部材、又は前記第１弾性部材を前記前後方向に延長した仮想線は、前記後胴周
り領域において前記吸収体と重複している。前記第１弾性部材は、前記ギャザーシートと
ともに前記前後方向に収縮する収縮部を有する。前記収縮部の後側の縁は、前記吸収性物
品の前記前後方向における中心よりも後側で、前記ファスニングテープの前側の縁どうし
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を結ぶ線より前方に位置する。前記複数の弾性部材のうち前記ギャザーシートの前記幅方
向の最も外側に位置する第２弾性部材は、前記収縮部の後側の縁よりも後側へ延びている
。
【発明の効果】
【００１０】
　体液の漏れに対する安心感を改善でき、よりわかり易く、着用者に対して位置決めし易
い目印を有する吸収性物品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、一実施形態における吸収性物品の平面図である。
【図２】図２は、図１のＡ－Ａ線に沿った吸収性物品の断面図である。
【図３】図３（ａ）～図３（ｆ）は、吸収性物品を着用者に着用させる手順を示す模式図
である。
【図４】図４は、一実施形態に係る吸収パッドの平面図である。
【図５】図５は、図４のＢ－Ｂ線に沿った吸収パッドの断面図である。
【図６】図６は、吸収性物品に吸収パッドを配置した状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（１）実施形態の概要
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
【００１３】
　一態様に係る吸収性物品は、前後方向と、前記前後方向に直交する幅方向と、前胴周り
域と、後胴周り域と、前記前胴周り領域と前記後胴周り域との間の股下域と、少なくとも
前記股下域及び前記後胴周り域に設けられた吸収体と、前記後胴周り域の前記幅方向の両
外側部に設けられたファスニングテープと、少なくとも前記股下域で前記前後方向に延び
、肌面側に設けられたギャザーと、を有し、前記ギャザーは、前記幅方向の外側部が起立
可能に構成されたギャザーシートと、前記ギャザーシートに設けられ、前記前後方向に沿
って延びる複数の弾性部材と、を有し、前記複数の弾性部材のうちの少なくとも１つの第
１弾性部材、又は前記第１弾性部材を前記前後方向に延長した仮想線は、前記後胴周り領
域において前記吸収体と重複しており、前記第１弾性部材は、前記ギャザーシートととも
に前記前後方向に収縮する収縮部を有し、前記収縮部の後側の縁は、前記吸収性物品の前
記前後方向における中心よりも後側で、前記ファスニングテープの前側の縁どうしを結ぶ
線より前方に位置し、前記複数の弾性部材のうち前記ギャザーシートの前記幅方向の最も
外側に位置する第２弾性部材は、前記収縮部の後側の縁よりも後側へ延びている。
【００１４】
　本態様に係る吸収性物品では、ギャザーは、幅方向の外側部が起立可能に構成されたギ
ャザーシートを有しており、着用時にギャザーが着用者の肌に密着する。特に、ギャザー
シートの幅方向の外側部が起立可能に構成されているため、起立したギャザーシートの傾
斜は、着用者の肌の傾斜に概ね沿い、ギャザーシートの肌面側が面状に着用者の肌にフィ
ットする。これにより、少なくとも股下域において液体の漏れを防止できるという安心感
を与えることができる。
【００１５】
　また、第２弾性部材が収縮部の後側の縁よりも後側へ延びているため、第１弾性部材の
収縮部よりも後ろ側においても、ギャザーシートの幅方向の最も外側の先端は第２弾性部
材の収縮作用によって若干肌側に立ち上がる。これにより、着用者が寝た姿勢で尿が背側
に伝ったとしても、後胴周り域の幅方向における外側から液体が漏れることを抑制するこ
とができる。
【００１６】
　さらに、ギャザーを構成する第１弾性部材を、吸収性物品を適切な位置で着用するため
の目印として用いることができる。具体的には、装着補助者は、まず着用者を仰向けで寝
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ている状態から横向きに寝かせた状態に変更する。装着補助者は、着用者を横向きに寝か
せた状態で、吸収性物品の中心と身体の中心とが合うように着用者の臀部の下に吸収性物
品を敷く。このとき、装着補助者は、吸収性物品の幅方向の中心に対して身体が下になっ
ている側の第１領域を寄せ集めて、身体の下側付近に寄せるとともに、第１領域と反対側
の第２領域を広げた状態で敷いておく。ここで、第１弾性部材、又は第１弾性部材を前記
前後方向に延長した仮想線が後胴周り領域において吸収体と重複しているため、幅方向に
おける吸収体の外側端部の位置の目安となる。したがって、装着補助者は、第１弾性部材
を目安に、横向きに寝かせた着用者の臀部の下に、幅方向におけるどの位置に吸収性物品
を配置すればよいか理解し易くなる。
【００１７】
　さらに、第１弾性部材の収縮部の後側の縁は、吸収性物品の前後方向における中心より
も後側でファスニングテープの前側の縁どうしを結ぶ線より前方に位置する。この位置は
、概ね着用者の脚の付け根の亀裂部分、すなわち鼠蹊部の下端部に相当する。したがって
、第１弾性部材の収縮部の後側の縁を着用者の脚の付け根の亀裂部分に合わせることで、
吸収性物品の前後方向の位置を合わせることができる。ここで、特許文献２のような着色
図形は、吸収性物品の前後方向の中心で、かつ収縮部によって収縮されるところに設けら
れているため、シートの収縮によって着用補助者に視認しにくく、着色図形を着用者のど
こに位置合わせすればよいか解りにくいということがある。これに対し、本態様では、収
縮部の端部、すなわち収縮部と非収縮部の境界を目印として利用できるため、弾性部材の
収縮にともなうシートの収縮で目印が視認し難くなるということはなく、また前述したよ
うに収縮部の後側の縁を着用者の脚の付け根の亀裂部分に合わせることで、吸収性物品の
前後方向の位置決めが可能である。
【００１８】
　次いで、装着補助者は、第２領域上に着用者の身体が乗るように着用者の体位を仰向け
に変更する。次いで、装着補助者は、着用者の体位を仰向けの状態から反対側の横向きの
状態に変更し、着用者の身体の下から第１領域を幅方向の外側に引き出す。この際に、第
１弾性部材の収縮部の端部を目印として、着用者に対する吸収性物品の位置を微修正して
もよい。
【００１９】
　次いで、装着補助者は、着用者の体位を再度仰向けに変更し、前胴周り域によって装着
補助者の腹部を覆い、後胴周り域に設けられたファスニングテープを前胴周り域に止着す
る。
【００２０】
　以上のように、本態様に係る吸収性物品では、ギャザーとして用いられる第１弾性部材
、及びその収縮部の端部を、積極的に吸収性物品を着用させる際の目印として利用するこ
とができるので、装着補助者にとって、よりわかり易く、着用者に対して位置決めし易い
目印となる。
【００２１】
　好ましい一態様によれば、前記後胴周り域は、前記吸収体の肌面側に設けられた肌面シ
ートと前記吸収体の非肌面側に設けられた非肌面シートと、前記肌面シート及び前記非肌
面シートよりも前記幅方向の外側に延び、前記ファスニングテープを備えたフラップシー
トと、を有し、前記収縮部の後側の縁は、前記フラップシートの前側の縁どうしを結ぶ線
より前方に位置する。
【００２２】
　第１弾性部材の収縮部が、フラップシートの前側の縁どうしを結ぶ線より前方に位置す
るため、フラップシートが前後方向に収縮することを抑制することができる。これにより
、ファスニングテープが設けられた領域付近の形状が安定するため、安定的にファスニン
グテープを前胴周り域に止着させることができる。
【００２３】
　好ましい一態様によれば、前記ギャザーシートは、前記収縮部の後側の縁よりも後側で



(6) JP 6711739 B2 2020.6.17

10

20

30

40

50

前記ギャザーシートよりも非肌面側のシートに固定された固定部を有する。
【００２４】
　ギャザーシートは、収縮部の後側の縁よりも後側でギャザーシートに固定されているの
で、収縮部の後側の縁よりも後側の領域の剛性が高くなり、収縮部の後側の縁よりも後側
の領域の形状が安定する。収縮部の後側の縁よりも後側の領域はファスニングテープが設
けられた領域に近い。ファスニングテープが設けられた領域付近の形状が安定するため、
安定的にファスニングテープを前胴周り域に止着させることができる。
【００２５】
　好ましい一態様によれば、前記固定部は、前記ファスニングテープの前側の縁どうしを
結ぶ線を跨って前記前後方向に延びている。これにより、ファスニングテープの前側の縁
どうしを結ぶ線よりも前方の位置から後方の領域の剛性を高めることができる。したがっ
て、ファスニングテープどうしを結ぶ線上の領域の形状がより安定し、安定的にファスニ
ングテープを前胴周り域に止着させることができる。
【００２６】
　好ましい一態様によれば、前記吸収体は、周囲の吸収材料の目付よりも低い目付の吸収
材料、又は吸収材料が存在しない領域からなる複数の低目付領域を有し、前記複数の低目
付領域は、前記前後方向に沿って延びており、前記幅方向に互いに間隔をあけて並んでお
り、前記低目付領域の前記前後方向における端部は、前記吸収性物品の前記前後方向にお
ける中心よりも後側、かつ前記ファスニングテープの前側の縁どうしを結ぶ線より前方に
位置する。
【００２７】
　吸収体の低目付領域は、吸収性物品の肌面側から視認することができるか、触ることに
よって認識することができる。したがって、装着補助者は、視覚又は触覚により、低目付
領域の前後方向における端部が、吸収性物品の前後方向における中心よりも後側、かつフ
ァスニングテープの前側の縁どうしを結ぶ線より前方に位置することを認識できる。この
低目付領域の前後方向における端部の位置は、前後方向における収縮部の端部の位置と概
ね同じ位置にあるため、目印としての収縮部の端部の位置の目安として用いることができ
る。
【００２８】
　特に、低目付領域が吸収性物品の肌面側から視認できる場合には、吸収体の低目付領域
とその周りの領域との境界、すなわち低目付領域の端部は、装着補助者の目を引き易い。
ここで、複数の低目付領域は幅方向に互いに間隔をあけて並んでいるため、装着補助者の
目は、幅方向に移動し易い。この低目付領域の前後方向における端部の位置は、前後方向
における収縮部の端部の位置と概ね同じ位置にあるため、したがって、装着補助者は、第
１弾性部材の収縮部の端部、すなわち、吸収性物品を適切な位置で着用するための目印を
認知し易くなる。
【００２９】
　好ましい一態様によれば、前記第１弾性部材は、前記収縮部の後側で前記収縮部に隣接
して設けられ、前記収縮部よりも前記幅方向に広がった自然状態の端部を有する。
【００３０】
　第１弾性部材の自然状態の端部が幅方向に広がっているため、自然状態の端部は視認し
易い。この自然状態の端部が収縮部に隣接して設けられているので、収縮部の端部、すな
わち、吸収性物品を適切な位置で着用するための目印を目立たせることができる。
【００３１】
　好ましい一態様によれば、前記自然状態の端部は、前記ファスニングテープの前側の縁
どうしを結ぶ線より前方に位置する。これにより、第１弾性部材の自然状態の端部は、概
ね着用者の脚の付け根の亀裂部分、すなわち鼠蹊部の下端部に相当する。したがって、第
１弾性部材の収縮部の後側の端部だけでなく第１弾性部材の自然状態の端部も、吸収性物
品の前後方向の位置合わせをするための目印として用いることができる。
【００３２】
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　好ましい一態様によれば、吸収性物品は、前記前後方向に沿って延びる折り線を有し、
前記折り線は、前記複数の弾性部材が設けられた領域とは異なる領域に形成されている。
【００３３】
　前後方向に沿って延びる折り線が複数の弾性部材が設けられた領域とは異なる領域に形
成されているので、複数の弾性部材が設けられた領域に折り癖が付くことを抑制すること
ができる。これにより、複数の弾性部材によって構成されるギャザーを着用者の肌に密着
させ易くなる。
【００３４】
　好ましい一態様によれば、前記後胴周り域に、前記幅方向に沿った後胴周り弾性部材が
設けられており、前記第１弾性部材は、前記幅方向において前記後胴周り弾性部材よりも
外側に位置する。
【００３５】
　第１弾性部材が、幅方向において後胴周り弾性部材よりも外側に位置するため、第１弾
性部材の収縮部の端部の位置が、後胴周り弾性部材の収縮によって変位させられる虞を低
減することができる。これにより、第１弾性部材の収縮部の端部を目印として機能させ易
くすることができる。
【００３６】
　一態様に係る吸収パッドは、上述した吸収性物品に使用される吸収パッドであって、前
記吸収性物品の前記前後方向に沿った前後方向と、前記前後方向に直交する幅方向と、前
記幅方向における最大の幅を有する最大幅部と、前記最大幅部から前記幅方向に括れた括
れ部と、を有し、前記最大幅部と前記括れ部との境界は、使用時に、前記吸収性物品の前
記前後方向における中心よりも後側で、前記ファスニングテープの前側の縁どうしを結ぶ
線より前方に位置する。
【００３７】
　吸収パッドの最大幅部と括れ部との境界と、吸収性物品の第１弾性部材の収縮部の後側
の端部の両方が、吸収性物品の前後方向における中心よりも後側で、ファスニングテープ
の前側の縁どうしを結ぶ線より前方に位置する。したがって、吸収性物品の第１弾性部材
の収縮部の後側の端部は、吸収パッドを吸収性物品に取り付けるときの目印として使用す
ることもできる。具体的には、吸収パッドの最大幅部と括れ部との境界が、吸収性物品の
第１弾性部材の収縮部の後側の端部に位置するように、吸収パッドを吸収性物品に取り付
けることで、吸収性物品上の適切な位置に吸収パッドを取り付けることができる。
【００３８】
　（２）吸収性物品の詳細構成
　以下、図面を参照して、実施形態に係る吸収性物品について説明する。なお、以下の図
面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。ただし
、図面は模式的なものであり、各寸法の比率等は現実のものとは異なる場合があることに
留意すべきである。したがって、具体的な寸法等は、以下の説明を参酌して判断すべきで
ある。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれる場合
がある。
【００３９】
　図１は、着用者の肌に面する肌面側から見た吸収性物品の平面図である。図１は、吸収
性物品１００を構成するシートの皺がなくなる状態まで吸収性物品を伸長させた状態の図
である。図２は、図１のＡ－Ａ線に沿った吸収性物品の断面図である。
【００４０】
　本実施形態に係る吸収性物品は、例えば介護者のような装着補助者が要介護者のような
着用者に装着させるタイプのものであることが好ましい。特に、本実施形態に係る吸収性
物品は、大人用の使い捨ておむつであることが好ましい。
【００４１】
　吸収性物品１は、着用者の身体前側と身体後側とに延びる前後方向Ｌと、前後方向Ｌに
直交する幅方向Ｗと、前後方向Ｌ及び幅方向Ｗに直交する厚み方向Ｔと、を有する。また
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、本明細書において、「肌面側」は、使用中に着用者の肌に面する側に相当する。「非肌
面側」は、使用中に着用者の肌とは反対に向けられる側に相当する。
【００４２】
　吸収性物品１００は、前胴周り域Ｒ１と、後胴周り域Ｒ２と、股下域Ｒ３と、を有する
。前胴周り域Ｒ１は、使用時に着用者の身体前側に面する。後胴周り域Ｒ２は、使用時に
着用者の身体後側に面する。股下域Ｒ３は、前胴周り域Ｒ１と後胴周り域Ｒ２との間に位
置し、使用時に着用者の股下に配置される。
【００４３】
　吸収性物品１００は、少なくとも股下域Ｒ３及び後胴周り域Ｒ２に配置された吸収体４
０を有する。吸収体４０は、股下域Ｒ３から前胴周り域Ｒ１及び後胴周り域Ｒ２へ延びて
いてよい。
【００４４】
　吸収性物品１００は、吸収体４０よりも肌面側に設けられた肌面シート１０と、吸収体
４０よりも非肌面側に設けられた非肌面シート２０と、を有する。肌面シート１０は、吸
収体４０を覆っている。肌面シート１０は、少なくとも１層の液透過性のシートを含んで
いてよい。非肌面シート２０は、少なくとも１層の液不透過性のシートを含んでいてよい
。
【００４５】
　吸収性物品１００は、後胴周り域Ｒ２の幅方向Ｗの両外側部に設けられたファスニング
テープ９４を有する。ファスニングテープ９４は、幅方向Ｗの両外側部に２つずつ設けら
れていてよい。この場合、より後側に位置する一対のファスニングテープ９４は、着用者
の胴周りを締め付け、より前側に位置する一対のファスニングテープ９４は、着用者の胴
周りよりも下の位置、例えば脚周り付近を締め付けることができる。ファスニングテープ
９４は、前胴周り域Ｒ１に係合する係合部９６を有する。係合部９６は、多数のフックに
よって構成されていてもよい。この場合、前胴周り域Ｒ１は、係合部９６と係合可能なル
ープ領域９８を有していてよい。
【００４６】
　具体的一例として、ファスニングテープ９４は、フラップシート９０に形成されていて
よい。フラップシート９０は、肌面シート１０及び非肌面シート２０よりも幅方向Ｗの外
側に延びている。フラップシート９０は、接合部９２において、肌面シート１０及び／又
は非肌面シート２０に接合されていてよい。フラップシート９０の接合力を高める観点か
ら、肌面シート１０及び／又は非肌面シート２０は、肌面シート１０と非肌面シート２０
の両方に接合されていてもよい。
【００４７】
　吸収性物品１００は、少なくとも股下域Ｒ３で前後方向Ｌに延び、肌面側に設けられた
ギャザーを有する。本実施形態では、ギャザーは、幅方向Ｗの内側部が起立可能な内向き
ギャザー５０と、幅方向Ｗの外側部が起立可能な外向きギャザー６０と、を含んでいる。
【００４８】
　内向きギャザー５０は、肌面シート１０及び内側弾性部材５２によって構成されていて
よい。具体的には、肌面シート１０の外側部が幅方向Ｗの内側へ折り返されている。内側
弾性部材５２は、肌面シート１０の外側部の折り返し部分によって包まれている。内側弾
性部材５２は、伸張された状態で肌面シート１０の外側部に取り付けられることによって
、肌面シート１０の外側部とともにギャザーを構成する。
【００４９】
　外向きギャザー６０は、幅方向Ｗの外側部が起立可能に構成されたギャザーシート６１
と、前後方向Ｌに沿って延びる複数の弾性部材と、を有する。複数の弾性部材は、第１弾
性部材６２と第２弾性部材６６を含む。第１弾性部材６２及び第２弾性部材６６は、ギャ
ザーシート６１に設けられている。第１弾性部材６２及び第２弾性部材６６は、伸張され
た状態でギャザーシート６１に取り付けられることによって、ギャザーシート６１ととも
に外向きギャザー６０を構成する。
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【００５０】
　第１弾性部材６２は、第２弾性部材６６よりも幅方向Ｗの内側に設けられている。第１
弾性部材６２は、幅方向に間隔をあけて複数設けられていてよい。第２弾性部材６６は、
複数の弾性部材のうちギャザーシート６１の幅方向Ｗの最も外側に位置する。
【００５１】
　本態様に係る吸収性物品では、外向きギャザー６０は、幅方向Ｗの外側部が起立可能に
構成されたギャザーシート６１を有しており、着用時にギャザーシート６１が着用者の肌
に密着する。特に、ギャザーシート６１の幅方向の外側部が起立可能に構成されているた
め、起立したギャザーシート６１の傾斜は、着用者の肌の傾斜に概ね沿い、面状に着用者
の肌にフィットする。これにより、液体の漏れを防止できるという安心感を与えることが
できる。
【００５２】
　ギャザーシート６１は、疎水性の不織布によって構成されることが好ましい。これによ
り、ギャザーシート６１を透過して液体が染み出すことを抑制することができる。
【００５３】
　第１弾性部材６２、又は第１弾性部材６２を前後方向Ｌに延長した仮想線は、後胴周り
領域Ｒ２において吸収体４０と重複している。第１弾性部材６２は、ギャザーシート６１
とともに前後方向Ｌに収縮する収縮部６３を有する。第１弾性部材６２の収縮部６３の後
側の縁は、吸収性物品１００の前後方向Ｌにおける中心ＣＬよりも後側で、ファスニング
テープ９６の前側の縁どうしを結ぶ線Ｌ１より前方に位置する。これにより、後述するよ
うに、第１弾性部材６２、及びその収縮部６３の後側の端部を、吸収性物品１００を着用
させる際の目印として利用することができる。
【００５４】
　第１弾性部材６２、及びその収縮部６３の後側の端部を目立ちやすくするため、第１弾
性部材６２は、ギャザーシート６１とは異なる色によって構成されていることが好ましい
。具体的一例として、ギャザーシート６１は白色であり、第１弾性部材６２は青色又は水
色である。
【００５５】
　第１弾性部材６２は、収縮部６３の後側で収縮部６３に隣接して設けられ、６３収縮部
よりも幅方向Ｗに広がった自然状態の端部６４を有していてよい。自然状態の端部６４は
、ギャザーシート６１に接合されていない。第１弾性部材６２の自然状態の端部６４が幅
方向Ｗに広がっているため、自然状態の端部６４は視認し易い。この自然状態の端部６４
が収縮部６３に隣接して設けられているので、収縮部６３の端部、すなわち、吸収性物品
１００を適切な位置で着用するための目印を目立たせることができる。前述した第１弾性
部材６２の収縮部６３の後側の端部だけでなく第１弾性部材６２の自然状態の端部６４を
目印として利用する場合、自然状態の端部６４は、ファスニングテープ９４の前側の縁ど
うしを結ぶ線Ｌ１より前方に位置することが好ましい。
【００５６】
　第１弾性部材６２の収縮部６３の後側の縁は、フラップシート９０の前側の縁どうしを
結ぶ線Ｌ２より前方に位置することが好ましい。これにより、フラップシート９０が第１
弾性部材６２の収縮作用によって前後方向Ｌに収縮することを抑制することができる。し
たがって、ファスニングテープ９４が設けられた領域付近の形状が安定するため、安定的
にファスニングテープ９４を前胴周り域Ｒ１に止着させることができる。
【００５７】
　第１弾性部材６２の収縮部６３は、前胴周り域Ｒ１のループ領域９８よりも後側に設け
られていることが好ましい。これにより、第１弾性部材６２の収縮作用によってループ領
域９８に皺が生じることを抑制することができる。したがって、ファスニングテープ９４
を安定してループ領域９８に止着することができる。
【００５８】
　フラップシート９０は、着用者の胴周りのみを覆う長さで形成されていることが好まし
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い。フラップシート９０が、着用者の胴周りよりも股下側まで延びていると、フラップシ
ート９０が邪魔になり着用者に吸収性物品を装着させ難くなることがある。さらに、フラ
ップシート９０は、着用者の胴周りのみを覆う長さで形成されており、かつ第１弾性部材
６２の収縮部６３の後側の縁が、フラップシート９０の前側の縁どうしを結ぶ線Ｌ２より
前方に位置している場合、第１弾性部材の収縮部６３の後側の縁は、着用者の脚の付け根
の亀裂部分、すなわち鼠蹊部の下端部に対する位置合わせとして利用でき、かつ、フラッ
プシート９０は着用者の胴周りに対する位置合わせとして利用できるようになる。
【００５９】
　ギャザーシート６１は、収縮部６３の後側の縁よりも後側でギャザーシートよりも非肌
面側のシート、本実施形態では折り返されたギャザーシート６１の非肌面側の部分に固定
された固定部７０を有することが好ましい。この固定部７０が存在する領域では、外向き
ギャザー６０は、股下域Ｒ３よりも立ち上がり難くなっている、又は立ち上がり不能にな
っている。
【００６０】
　固定部７０によって、収縮部６３の後側の縁よりも後側の領域の剛性が高くなり、収縮
部６３の後側の縁よりも後側の領域の形状が安定する。収縮部６３の後側の縁よりも後側
の領域はファスニングテープ９４が設けられた領域に近い。ファスニングテープ９４が設
けられた領域付近の形状が安定するため、安定的にファスニングテープ９４を前胴周り域
Ｒ１に止着させることができる。
【００６１】
　固定部７０は、ファスニングテープ９４の前側の縁どうしを結ぶ線Ｌ１を跨って前後方
向Ｌに延びていることが好ましい。これにより、ファスニングテープ９４の前側の縁どう
しを結ぶ線Ｌ１よりも前方の位置から後方の領域の剛性を高めることができる。したがっ
て、ファスニングテープ９４どうしを結ぶ線上の領域の形状がより安定し、安定的にファ
スニングテープ９４を前胴周り域Ｒ１に止着させることができる。
【００６２】
　第２弾性部材６６は、第１弾性部材６２の収縮部６３の後側の縁よりも後側へ延びてい
ることが好ましい。これにより、後胴周り領域Ｒ２において、ギャザーシート６１の幅方
向Ｗの最も外側の先端は第２弾性部材６６の収縮作用によって若干立ち上がる。これによ
り、着用者が寝た姿勢で尿が背側に伝ったとしても、後胴周り域Ｒ２の幅方向における外
側から液体が漏れることを抑制することができる。
【００６３】
　吸収性物品１００は、後胴周り域Ｒ２に、幅方向Ｗに沿った後胴周り弾性部材８０を有
していてよい。後胴周り弾性部材８０は、伸張した状態で後胴周り域Ｒ２を構成するシー
トに取り付けられている。第１弾性部材６２は、幅方向Ｗにおいて後胴周り弾性部材８０
よりも外側に位置する。第１弾性部材６２が、幅方向Ｗにおいて後胴周り弾性部材８０よ
りも外側に位置するため、第１弾性部材６２の収縮部６３の端部の位置が、後胴周り弾性
部材８０の収縮によって変位させられる虞を低減することができる。これにより、第１弾
性部材６２の収縮部６３の端部を目印として機能させ易くすることができる。
【００６４】
　吸収性物品１００は、包装された状態で、折り畳まれていてよい。したがって、吸収性
物品１００は、包装された状態で折り畳むための前後方向Ｌに沿って延びる折り線ＦＬを
有していてよい。折り線ＦＬは、肌面側からみたときに谷折り線であってよい。好ましく
は、折り線ＦＬは、外向きギャザー６０を構成する複数の弾性部材６２，６６が設けられ
た領域とは異なる領域に形成されている。より好ましくは、折り線ＦＬは、複数の弾性部
材６２，６６が設けられた領域よりも幅方向Ｗの内側に設けられている。これにより、複
数の弾性部材６２，６６が設けられた領域に折り癖が付くことを抑制することができる。
したがって、複数の弾性部材６２，６６によって構成される外向きギャザー６０を着用者
の肌に密着させ易くなる。
【００６５】
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　吸収体４０は、周囲の吸収材料の目付よりも低い目付の吸収材料、又は吸収材料が存在
しない領域からなる複数の低目付領域４２を有していてよい。複数の低目付領域４２は、
前後方向Ｌに沿って延びており、幅方向Ｗに互いに間隔をあけて並んでいる。好ましくは
、低目付領域４２の前後方向Ｌにおける端部は、吸収性物品１００の前後方向Ｌにおける
中心ＣＬよりも後側、かつファスニングテープ９４の前側の縁どうしを結ぶ線Ｌ１より前
方に位置する。
【００６６】
　吸収体の低目付領域４２は、吸収性物品の肌面側から視認することができるか、触るこ
とによって認識することができる。したがって、装着補助者は、視覚又は触覚により、低
目付領域４２の前後方向Ｌにおける端部が、吸収性物品１００の前後方向Ｌにおける中心
ＣＬよりも後側、かつファスニングテープ９４の前側の縁どうしを結ぶ線Ｌ１より前方に
位置することを認識できる。この低目付領域４２の前後方向Ｌにおける端部の位置は、前
後方向Ｌにおける収縮部６３の端部の位置と概ね同じ位置にあるため、目印としての収縮
部６３の端部の位置の目安として用いることができる。
【００６７】
　特に、低目付領域４２が吸収性物品１００の肌面側から視認できる場合には、吸収体の
低目付領域４２とその周りの領域との境界、すなわち低目付領域４２の端部は、装着補助
者の目を引き易い。ここで、複数の低目付領域４２は幅方向Ｗに互いに間隔をあけて並ん
でいるため、装着補助者の目は、幅方向Ｗに移動し易い。この低目付領域４２の前後方向
Ｌにおける端部の位置は、前後方向における収縮部６３の端部の位置と概ね同じ位置にあ
るため、装着補助者は、第１弾性部材６２の収縮部６３の端部、すなわち、吸収性物品１
００を適切な位置で着用するための目印を認知し易くなる。
【００６８】
　より好ましくは、低目付領域４２の前後方向Ｌにおける端部は、後述するフラップシー
ト９０の前側の縁どうしを結ぶ線Ｌ２より前方に位置する。これにより、低目付領域４２
の前後方向Ｌにおける端部を、前後方向における収縮部６３の端部の位置とより近い位置
に配置させることができる。
【００６９】
　また、低目付領域４２は、吸収材料が実質的に存在しない領域から構成されていてもよ
い。この場合、低目付領域４２のところで吸収性物品１００を積極的に曲げることができ
るようになるため、使用中に吸収性物品１００がヨレにくくなる。
【００７０】
　吸収体４０は、股下域Ｒ３において幅方向Ｗに括れていてよい。言い換えると、股下域
Ｒ３における吸収体４０の幅方向Ｗの幅は、前胴周り域Ｒ１及び後胴周り域Ｒ２における
吸収体４０の幅方向Ｗの幅よりも小さい。この場合、外向きギャザー６０を構成する第１
弾性部材６２は、股下域Ｒ３における吸収体４０の幅方向Ｗの外側縁よりも外側に位置す
ることが好ましい。これにより、吸収体４０の幅方向Ｗの外側縁と、起立した外向きギャ
ザー６０との間に凹部が形成される。したがって、体液が吸収体４０の表面に沿って幅方
向Ｗの外側に流れたとしても、体液はこの凹部に溜められる。よって、股下域Ｒ３の幅方
向Ｗの外側から体液が漏れることを抑制することができる。
【００７１】
　（３）　吸収性物品の装着方法
　以下、図３（ａ）～図３（ｆ）を参照し、上記実施形態に係る吸収性物品１００を要介
護者のような着用者に装着させる方法について説明する。なお、図３（ａ）～図３（ｆ）
は、着用者を上方から視認した状態を示している。
【００７２】
　前述したように、外向きギャザー６０を構成する第１弾性部材６２は、吸収性物品１０
０を適切な位置で着用するための目印として用いることができる。具体的には、まず、装
着補助者は、着用者を仰向けで寝ている状態（図３（ａ）参照）から横向きに寝かせた状
態（図３（ｂ）参照）に変更する。装着補助者は、着用者を横向きに寝かせた状態で、吸
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収性物品１００の中心と着用者の身体の中心とが合うように着用者の臀部の下に吸収性物
品１００を敷く。このとき、装着補助者は、吸収性物品１００の幅方向の中心に対して身
体が下になっている側の第１領域１０１を寄せ集めて、身体の下側付近に寄せるとともに
、第１領域１０１と反対側の第２領域１０２を広げた状態で敷いておく。ここで、第１弾
性部材６２、又は第１弾性部材６２を前後方向Ｌに延長した仮想線が後胴周り領域Ｒ２に
おいて吸収体４０と重複しているため、幅方向Ｗにおける吸収体４０の外側端部の位置の
目安となる。したがって、装着補助者は、第１弾性部材６２を目安に、横向きに寝かせた
着用者の臀部の下に、幅方向におけるどの位置に吸収性物品１００を配置すればよいか理
解し易くなる。
【００７３】
　さらに、第１弾性部材６２の収縮部６３の後側の縁は、吸収性物品１００の前後方向Ｌ
における中心よりも後側でファスニングテープ９４の前側の縁どうしを結ぶ線Ｌ１より前
方に位置する。この位置は、概ね着用者の脚の付け根の亀裂部分、すなわち鼠蹊部の下端
部に相当する。したがって、第１弾性部材６２の収縮部６３の後側の縁を着用者の脚の付
け根の亀裂部分に合わせることで、吸収性物品１００の前後方向Ｌの位置を合わせること
ができる。ここで、特許文献２のような着色図形ではなく、収縮部６３の端部、すなわち
収縮部６３と非収縮部の境界を目印として利用するため、弾性部材の収縮にともなうギャ
ザーシート６１の収縮で目印が視認し難くなるということはない。
【００７４】
　次いで、装着補助者は、第２領域１０２上に着用者の身体が乗るように着用者の体位を
仰向けに変更する（図３（ｃ）参照）。次いで、装着補助者は、着用者の体位を仰向けの
状態から反対側の横向きの状態（図３（ｄ）参照）に変更し、着用者の身体の下から第１
領域１０１を幅方向の外側に引き出す（図３（ｅ）参照）。この際に、第１弾性部材６２
の収縮部６３の端部を目印として、着用者に対する吸収性物品１００の位置を微修正して
もよい。
【００７５】
　次いで、装着補助者は、着用者の体位を再度仰向けの状態（図３（ｆ）参照）に変更し
、前胴周り域Ｒ１によって装着補助者の腹部を覆い、後胴周り域Ｒ２に設けられたファス
ニングテープ９４を前胴周り域Ｒ１に止着する。これにより、着用補助者は、着用者に吸
収性物品１００を装着させることができる。
【００７６】
　以上のように、本態様に係る吸収性物品１００では、外向きギャザー６０として用いら
れる第１弾性部材６２、及びその収縮部６３の端部を、積極的に吸収性物品１００を着用
させる際の目印として利用することができるので、装着補助者にとって、よりわかり易く
、着用者に対して位置決めし易い目印となる。
【００７７】
　ここで、前述したように、第１弾性部材６２の自然状態の端部６４がファスニングテー
プ９４の前側の縁どうしを結ぶ線Ｌ１より前方に位置する場合、第１弾性部材６２の自然
状態の端部６４は、概ね着用者の脚の付け根の亀裂部分、すなわち鼠蹊部の下端部に相当
する。したがって、第１弾性部材６２の収縮部の後側の端部だけでなく第１弾性部材の自
然状態の端部６４も、吸収性物品１００の前後方向Ｌの位置合わせをするための目印とし
て用いることができる。第１弾性部材６２の自然状態の端部６４をも目印として用いる場
合、第１弾性部材６２の自然状態の端部６４はフラップシート９０の前側の縁どうしを結
ぶ線Ｌ２より前方に位置することがより好ましい。
【００７８】
　（４）吸収パッド
　以下、前述した吸収性物品１００に使用される吸収パッドの一例について説明する。図
４は、一実施形態に係る吸収パッド２００の平面図である。図５は、図４のＢ－Ｂ線に沿
った吸収パッド２００の断面図である。図６は、吸収性物品１００に吸収パッド２００を
配置した状態を示す図である。
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【００７９】
　吸収パッド２００は、吸収性物品１００の前後方向に沿った前後方向Ｌと、前後方向Ｌ
に直交する幅方向Ｗと、を有する。吸収パッド２００は、吸収体２４０を有する。吸収パ
ッド２００は、吸収体２４０よりも肌面側の肌面シート２１０，２５０と、吸収体２４０
よりも非肌面側の非肌面シート２２０と、を有する。
【００８０】
　肌面シートは、吸収体全体を覆うトップシート２１０と、トップシート２１０の幅方向
Ｗの外側部を覆い、吸収体２４０よりも幅方向Ｗの外側へ延出するサイドシート２５０と
、を有していてよい。
【００８１】
　吸収パッド２００は、幅方向Ｗにおける最大の幅を有する最大幅部２０２と、最大幅部
２０２から幅方向Ｗに括れた括れ部２０４と、を有していてよい。好ましくは、最大幅部
２０２と括れ部２０４との境界は、使用時に、吸収性物品１００の前後方向Ｌにおける中
心よりも後側で、ファスニングテープ９４の前側の縁どうしを結ぶ線Ｌ１より前方に位置
する。
【００８２】
　吸収パッド２００の最大幅部２０２と括れ部２０４との境界と、吸収性物品の第１弾性
部材６２の収縮部６３の後側の端部の両方が、吸収性物品１００の前後方向Ｌにおける中
心ＣＬよりも後側で、ファスニングテープ９４の前側の縁どうしを結ぶ線Ｌ１より前方に
位置する。したがって、吸収性物品の第１弾性部材の収縮部６３の後側の端部は、吸収パ
ッド２００を吸収性物品１００に取り付けるときの目印として使用することもできる。具
体的には、吸収パッド２００の最大幅部２０２と括れ部２０４との境界が、吸収性物品の
第１弾性部材６２の収縮部６３の後側の端部に位置するように、吸収パッド２００を吸収
性物品１００に取り付けることで、吸収性物品１００上の適切な位置に吸収パッド２００
を取り付けることができる。
【００８３】
　吸収パッド２００は、幅方向Ｗの内側部が起立可能なギャザー２５０を含んでいてよい
。ギャザー２５０は、例えばサイドシート２５０と弾性部材２５２によって構成されてい
てよい。具体的には、サイドシート２５０の内側部が幅方向Ｗの外側へ折り返されている
。弾性部材２５２は、サイドシート２５０の内側部の折り返し部分によって包まれている
。弾性部材２５２は、伸張された状態でサイドシート２５０の内側部に取り付けられるこ
とによって、サイドシート２５０の内側部とともにギャザー２５０を構成する。
【００８４】
　吸収性物品１００上に吸収パッド２００を取り付ける際に、吸収パッド２００の幅方向
Ｗにおける外側部は、吸収性物品１００の内向きギャザー５０を構成する肌面シート１０
の下に挿入されることが好ましい。
【００８５】
　好ましくは、股下域Ｒ３において吸収性物品１００の内向きギャザー５０の起立部分の
幅方向Ｗにおける長さＧ１は、吸収性物品１００の股下域Ｒ３に相当する吸収パッド２０
０のギャザー２５０の起立部分の幅方向Ｗにおける長さＧ２よりも長い。これにより、吸
収パッド２００のギャザー２５０の起立部分を超えて体液が幅方向Ｗ外側へ達したとして
も、吸収性物品１００の内向きギャザー５０の起立部分によって、体液の漏れが抑制され
る。
【００８６】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、
例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではな
い。
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【符号の説明】
【００８７】
１０　　肌面シート
２０　　非肌面シート
４０　　吸収体
４２　　低目付領域
６０　　外向きギャザー
６１　　ギャザーシート
６２　　第１弾性部材
６３　　収縮部
６４　　自然状態の端部
７０　　固定部
９０　　フラップシート
９４　　ファスニングテープ
１００　吸収性物品
２００　吸収パッド
Ｒ１　前胴周り域
Ｒ２　後胴周り域
Ｒ３　股下域

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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